
号

外

一�
平

成
二
十
年

三

月
二
十
一
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

高
齢
福
祉
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
号

岐
阜
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
百
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
六
条
中｢

第
十
五
条
の
二｣

を｢

第
十
五
条
の
二
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
設
置
届)

第
八
条

法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
設
置
届(

別
記
第
七
号
様

式)

又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
設
置
届(

別
記
第
七
号
様
式
の
二)

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
設
置
認
可
申
請
書)

第
八
条
の
二

法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
設
置
認
可
申

請
書(

別
記
第
八
号
様
式)

又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
設
置
認
可
申
請
書(

別
記
第
八
号
様
式
の

二)
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
の
見
出
し
を｢(

養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
事
業
開
始
届)｣

に
改
め
、
同
条
中｢

老
人
ホ
ー
ム
の

設
置
者｣

を｢
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者｣

に
、｢

老
人
ホ
ー
ム
事
業

開
始
届｣

を｢

養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
事
業
開
始
届｣

に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
を｢(
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
事
業
変
更
届)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

施
行
規

( ) 平成20年３月21日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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県
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号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日



デ
イ
サ
―
ビ
ス
､
短

期
入
所
又
は
痴
呆
対

応
型
老
人
共
同
生
活

援
助
事
業
の
用
に
供

す
る
施
設

デ
イ
サ
―
ビ
ス
､
短

期
入
所
､
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
又

は
認
知
症
対
応
型
老

人
共
同
生
活
援
助
事

業
の
用
に
供
す
る
施

設

入
所
定
員

所
在
地

種
類

名
称

入
所
定
員

所
在
地

種
類

名
称

日
ま
で

日
休

止
の

場
合

休
止
予
定
期
間

主
職

な
員

休
止
予
定
期
間

氏
名

年
月

日
か
ら

年
月

日
間

職
種

年
月

日
～

年
月

経
歴

則
第
四
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項｣

を｢

法
第
十
五
条
の
二
第
二
項｣

に
、｢

老
人
ホ
ー
ム
事

業
変
更
届｣

を｢

養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
事
業
変
更
届｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
を｢(

養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
廃
止
・
休
止
・
入
所
定
員
変
更
届)｣

に
改
め
、
同

条
第
一
項
中｢
老
人
ホ
ー
ム
廃
止(

休
止)

届｣

を｢

養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
廃
止
・
休
止
・
入
所
定
員

変
更
届｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
廃
止
・
休
止
・
入
所
定
員
変
更
認
可
申
請
書)

第
十
一
条
の
二

法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
廃
止
・

休
止
・
入
所
定
員
変
更
認
可
申
請
書(

別
記
第
十
三
号
様
式)

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
中｢

市
町
村
又
は
社
会
福
祉
法
人
若
し
く
は
日
本
赤
十
字
社｣

を｢

養
護
老
人
ホ
ー
ム
又

は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者｣
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中｢

措
置
を
と
る｣

を｢

措
置
を
採
る｣

に
改
め
、｢

場
合｣

の
下
に｢

並
び
に
認
知
症

対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
者
が
、
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
改
善
に

必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
が
、
法
第
二
十

九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
つ
て
改
善
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合｣

を
加
え

る
。

｢

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
中

｢を

｣

に
、

｣

｢６
｢デ
イ
サ
―
ビ
ス
､
短
期
入
所
又

欄
の
う
ち
､
｢入
所
定
員
｣
欄
は
､

は
痴
呆
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
｣

デ
イ
サ
―
ビ
ス
事
業
に
係
る
も
の
を
除
き
記
入
す
る
こ
と
｡

｣

を ｢６
｢デ
イ
サ
―
ビ
ス
､
短

活
援
助
事
業
の
用
に
供
す

は
認
知
症
対
応
型
老
人
共

―
ビ
ス
事
業
に
係
る
も
の

期
入
所
､
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
又
は
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生

る
施
設
｣
欄
の
う
ち
､
｢種
類
｣
欄
は
､
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
又

同
生
活
援
助
事
業
に
係
る
も
の
を
除
き
､
｢入
所
定
員
｣
欄
は
､
デ
イ
サ

を
除
き
記
入
す
る
こ
と
｡

｣

に
、｢第

１
条
の
７
第
２

項
に
掲
げ
る
｣

を｢第
１
条
の
９
第
２
項
に
規
定
す
る
｣

に
改
め
る
。

｢

別
記
第
三
号
様
式
中｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

｢

別
記
第
四
号
様
式
中

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成20年３月21日 ( )２



職
主

員
な

氏
名

職
種

経
歴

職
主

員
な 主
職

な
員

氏
名

氏
名

職
種

職
種

経
歴

経
歴

｢を
｣

｣

に
、 ｢４

｢規
模
｣
欄
は
他
の
老
人
福
祉
施
設
に
併
設
の
場
合
は
､
対
象
施
設
の
建

を
記
入
す
る
こ
と
｡

単
独
型
対
象
施
設
の
場
合
は
､
敷
地
面
積
も
記
入
す
る
こ
と
｡

面
積
及
び
延
べ
床
面
積

｣

を ｢４
｢規
模
｣
欄
は
他
の
老
人
福
祉
施
設
に
併
設
の
場
合
は
､
対
象
施

面
積
を
記
入
す
る
こ
と
｡

単
独
型
施
設
(養
護
老
人
ホ
―
ム
､
特
別
養
護
老
人
ホ
―
ム
､
病

健
施
設
､
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
施
設
に
併
設
さ
れ
て
い
な
い
施

敷
地
面
積
も
記
入
す
る
こ
と
｡

設
の
建
築
面
積
及
び
延
べ
床

院
､
診
療
所
､
介
護
老
人
保

設
を
い
う
｡
)
の
場
合
は
､

｣

に
、 ｢７

市
町
村
が
届
出
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
､

�
土
地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ

�
当
該
市
町
村
の
区
域
外
に
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る

設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
同
意
書
を
添
付
す

法
人
の
場
合
は
､
上
記�
及
び�
の
他
､
定
款
そ
の
他

�
位
置
図
及
び
施
設
の
平
面
図

と
が
で
き
る
書
類

場
合
に
あ
つ
て
は
､
そ
の
施
設
を

る
こ
と
｡

の
基
本
約
款
を
添
付
す
る
こ
と
｡

｣

を ｢７
下
記
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

�
土
地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

�
市
町
村
が
当
該
市
町
村
の
区
域
外
に
施
設
を
設
置
し

の
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
同
意

�
位
置
図
及
び
施
設
の
平
面
図

�
国
､
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
が
設
置
す
る

基
本
約
款

こ
と
が
で
き
る
書
類

よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
､
そ

書

場
合
に
あ
つ
て
は
､
定
款
そ
の
他
の

｣

別
記
第
五
号
様
式
中｢第

５
号
様
式
(第
６
条
関
係
)

老
人
デ
イ
サ
―
ビ
ス
セ
ン
タ
―
等
変
更
届

｣

を｢第
５
号
様
式
(第
６
条
関
係
)

老
人
デ
イ
サ
―
ビ
ス
セ
ン
タ
―
等
事
業
変
更
届

｢

｣

に
、｢を

｣

に
、｢第

15条
の
２
｣

を｢第
15条
の
２
第
１
項
｣

に
改
め
、
同
様
式(

別
紙)

を
次
の

｣

よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成20年３月21日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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所
在
地

施
設
の
種
類

所
在
地

(別
紙
)

老
人
デ
イ
サ
―
ビ
ス
セ
ン
タ
―
等
事
業
変
更
届
記
入
要
領

１
各
項
目
に
つ
い
て
､
変
更
が
な
い
場
合
は
現
在
の
状
況
を
記
入
し
､
変
更
が
あ
る
場
合
は
変
更
前

及
び
変
更
後
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
記
入
す
る
こ
と
｡

２
｢種
類
｣
欄
は
､
老
人
デ
イ
サ
―
ビ
ス
セ
ン
タ
―
､
老
人
短
期
入
所
施
設
又
は
老
人
介
護
支
援
セ

ン
タ
―
の
い
ず
れ
か
を
記
入
す
る
こ
と
｡

３
｢地
理
的
条
件
｣
は
､
市
街
地
域
､
郊
外
地
域
､
山
間
地
域
の
い
ず
れ
か
を
記
入
す
る
こ
と
｡

４
｢規
模
｣
欄
は
他
の
老
人
福
祉
施
設
に
併
設
の
場
合
は
､
対
象
施
設
の
建
築
面
積
及
び
延
べ
床
面

積
を
記
入
す
る
こ
と
｡

単
独
型
施
設
(養
護
老
人
ホ
―
ム
､
特
別
養
護
老
人
ホ
―
ム
､
病
院
､
診
療
所
､
介
護
老
人
保
健

施
設
､
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
施
設
に
併
設
さ
れ
て
い
な
い
施
設
を
い
う
｡)
の
場
合
は
､
敷
地

面
積
も
記
入
す
る
こ
と
｡

５
｢設
備
の
概
要
｣
は
､
各
サ
―
ビ
ス
の
用
に
供
す
る
部
屋
毎
に
記
入
す
る
こ
と
｡

６
｢主
な
職
員
｣
欄
の
主
な
職
員
と
は
､
施
設
長
､
当
該
事
業
の
サ
―
ビ
ス
提
供
責
任
者
等
を
指
す

も
の
で
あ
る
こ
と
｡

７
下
記
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

�
土
地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

�
市
町
村
が
当
該
市
町
村
の
区
域
外
に
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
､
そ
の
施

設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
同
意
書

�
位
置
図
及
び
施
設
の
平
面
図

�
国
､
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
が
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
､
定
款
そ
の
他
の
基
本

約
款

別
記
第
七
号
様
式
中｢老
人
ホ
―
ム
設
置
届
｣

を｢養
護
老
人
ホ
―
ム
設
置
届
｣

に
、｢次

の
と
お

｢

り
老
人
ホ
―
ム
｣

を｢次
の
と
お
り
養
護
老
人
ホ
―
ム
｣

に
、

を

に
、 ｢添

付
書
類

｢
１
施
設
の
設
置
条
例

｣
２
土
地
及
び
建
物
に
関
す
る
権
利
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

｣

を ｢添
付
書
類

１
土
地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関
係

２
市
町
村
が
当
該
市
町
村
の
区
域
外

人
が
設
置
す
る
場
合
は
､
そ
の
施
設

書

３
地
方
独
立
行
政
法
人
が
施
設
を
設

の
他
の
基
本
約
款

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

に
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
及
び
地
方
独
立
行
政
法

を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
同
意
書
又
は
意
見

置
す
る
場
合
は
､
資
産
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類
､
定
款
そ

｣

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式

を
加
え
る
。
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第７号様式の２ (第８条関係)

第 号
年 月 日

岐阜県知事 様

施設設置者 氏 名 �
特別養護老人ホ―ム設置届

次のとおり特別養護老人ホ―ムを設置したいので､ 関係書類を添えて届けます｡

施 設 の 名 称

所 在 地

施 設 の 地 理 的

状 況

建 物 の 規 模 及
び 構 造 並 び に
設 備 の 概 要

( 別 紙 )

施 設 の 運 営 に
つ い て の 重 要
事 項 に 関 す る
規 程

( 別 紙 )

入 所 者 か ら の
苦 情 を 処 理 す
る た め に 講 ず
る 措 置 の 概 要

( 別 紙 )

職 員 の 勤 務 の
体 制 及 び
勤 務 形 態

( 別 紙 )

協力病院の名称
診 療 科 名
契 約 の 内 容

( 別 紙 )

施設の長その他
主 な 職 員 の
氏 名 及 び 経 歴

( 別 紙 )

事 業 開 始

予 定 年 月 日

添付書類
１ 土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類
２ 市町村が当該市町村の区域外に施設を設置しようとする場合及び地方独立行政法人が設置する場合は､
その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書又は意見書
３ 地方独立行政法人が施設を設置する場合は､ 資産の状況を記載した書類､ 定款その他の基本約款

( ) 平成20年３月21日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



施
設
の
種
類

所
在
地

所
在
地

別
記
第
八
号
様
式
中｢第

８
条
関
係
｣

を｢第
８
条
の
２
関
係
｣

に
、｢老

人
ホ
―
ム
設
置
認
可
申

請
書
｣

を｢養
護
老
人
ホ
―
ム
設
置
認
可
申
請
書
｣

に
、｢次

の
と
お
り
老
人
ホ
―
ム
｣

を｢次
の
と

｢

お
り
養
護
老
人
ホ
―
ム
｣

に
、

を ｢

｣

｢添
付
書
類

１
定
款

｣

に
、

２
土
地
及
び
建
物
に
関
す
る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

３
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
意
見
書

る
書
類

｣

を ｢添
付
書
類

１
土
地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

２
資
産
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

３
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

４
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
の
意
見
書

書
類

｣

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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第８号様式の２ (第８条の２関係)

第 号
年 月 日

岐阜県知事 様

施設設置者 氏 名 �
特別養護老人ホ―ム設置認可申請書

次のとおり特別養護老人ホ―ムを設置したいので認可されるように､ 関係書類を添えて申請します｡

施 設 の 名 称

所 在 地

施 設 の 地 理 的

状 況

建 物 の 規 模 及
び 構 造 並 び に
設 備 の 概 要

( 別 紙 )

施 設 の 運 営 に
つ い て の 重 要
事 項 に 関 す る
規 程

( 別 紙 )

入 所 者 か ら の
苦 情 を 処 理 す
る た め に 講 ず
る 措 置 の 概 要

( 別 紙 )

職 員 の 勤 務 の
体 制 及 び
勤 務 形 態

( 別 紙 )

協力病院の名称
診 療 科 名
契 約 の 内 容

( 別 紙 )

施設の長その他
主 な 職 員 の
氏 名 及 び 経 歴

( 別 紙 )

事 業 開 始

予 定 年 月 日

添付書類
１ 土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類
２ 資産の状況を記載した書類
３ 定款その他の基本約款
４ 施設を設置しようとする区域の市町村の意見書

( ) 平成20年３月21日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



設
の
種
類

の
種
類

(養
護
老
人
ホ
―
ム
､
特
別
養
護
老
人
ホ
―
ム
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
｡)

施
設施

別
記
第
九
号
様
式
中｢

施
設
設
置
者
氏

老
人
ホ
―
ム
事
業
開
始
届

名

｣

を｢
施
設
設
置
者
氏

養
護
老
人
ホ
―
ム
等
事
業
開
始
届

名�
｣

に
、｢老

人
ホ
―
ム
の
事
業
｣

を｢養
護
老
人
ホ
―
ム
等
の
事
業
｣

に
、 ｢

｢を

｣

に
改
め

｣

る
。別

記
第
十
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
三
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第10号様式 (第10条関係)

第 号
年 月 日

岐阜県知事 様

施設設置者 氏 名 �
養護老人ホ―ム等事業変更届

養護老人ホ―ム等について次のとおり変更したいので届けます｡

施 設 の 名 称

所 在 地

施 設 の 種 類 (養護老人ホ―ム､ 特別養護老人ホ―ムの別を記入すること｡ )

土 地 又 は 建 物
に 係 る 権 利
関 係

( 別 紙 )

建 物 の 規 模 及
び 構 造 並 び に
設 備 の 概 要

( 別 紙 )

施設の運営方針 ( 別 紙 )

職 員 の 定 数 及
び 職 務 の 内 容
( 職 員 の 変 動
を含む ｡ )

( 別 紙 )

事業等変更年月日

備考
１ 各項目について､ 変更がない場合は現在の状況を記入し､ 変更がある場合は変更前及び変更後に
ついてそれぞれ記入すること｡
２ 記載事項が多いため､ この様式により難い場合は､ 用紙の枚数を増加し､ 又は別紙に記載する等
によりこの様式に準じた届を作成すること｡
３ 条例又は定款を変更したときは､ その写しを添付すること｡

第
11号
様
式
削
除

( ) 平成20年３月21日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９



第12号様式 (第11条関係)

第 号
年 月 日

岐阜県知事 様

施設設置者 氏 名 �
養護老人ホ―ム等廃止・休止・入所定員変更届

養護老人ホ―ム等について次のとおり
廃止したい
休止したい
入所定員を変更したい

ので届けます｡

施 設 の 名 称

所 在 地

施 設 の 種 類 (養護老人ホ―ム､ 特別養護老人ホ―ムの別を記入すること｡)

廃 止 ・ 休 止 ・
定 員 変 更 を 行
う 予 定 年 月 日

廃 止 ・ 休 止 ・
定 員 変 更 を
行 う 理 由

( 別 紙 )

現 に 入 所 し て
い る 者 に 対
す る 措 置

( 別 紙 )

休 止 の 場 合

休 止 予 定 期 間

入 所 定 員
変更前：

変更後：

添付書類
１ 定款その他の基本約款
２ 施設の所在する区域の市町村の意見書

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成20年３月21日 ( )10
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第13号様式 (第11条の２関係)

第 号
年 月 日

岐阜県知事 様

施設設置者 氏 名 �
養護老人ホ―ム等廃止・休止・入所定員変更認可申請書

年 月 日付け 第 号で設置の認可を受けた養護老人ホ―ム等について

次のとおり
廃止したい
休止したい
入所定員を変更したい

ので認可されるように､ 関係書類を添えて申請します｡

施 設 の 名 称

所 在 地

施 設 の 種 類 (養護老人ホ―ム､ 特別養護老人ホ―ムの別を記入すること｡)

廃 止 ・ 休 止 ・
定員変更を行う
予 定 年 月 日

廃 止 ・ 休 止 ・
定 員 変 更 を
行 う 理 由

( 別 紙 )

現 に 入 所 し て
い る 者 に 対
す る 措 置

( 別 紙 )

休 止 の 場 合

休 止 予 定 期 間

入 所 定 員
変更前：

変更後：

添付書類
１ 定款その他の基本約款
２ 施設の所在する区域の市町村の意見書

( ) 平成20年３月21日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11
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注

１
社
会
福
祉
法

条
第
２
項
の
規

廃
止
し
よ
う
と

な
ら
な
い
｡

２
関
係
書
類
と

１
財
産
目
録

２
廃
止
に
つ

３
設
置
に
要

４
国
又
は
県

５
最
近
の
収

６
最
近
に
お

別
記
第
十
五
号
様
式
中｢建

床
面
積
｣

を｢建
築
面
積
｣

に
、｢青

写
真
で
｣

を｢図
面
に
｣

に
改
め

る
。別

記
第
十
六
号
様
式
中｢軽

費
老
人
ホ
―
ム
を
別
紙
に
よ
り
｣

を｢次
の
と
お
り
軽
費
老
人
ホ
―
ム

を
｣

に
、｢建

床
面
積
｣

を｢建
築
面
積
｣

に
、｢２

実
務
を
担
当
す
る
幹
部
職
員
の
氏
名
及
び
経
歴
｣

を｢２
施
設
の
管
理
者
及
び
実
務
を
担
当
す
る
幹
部
職
員
の
氏
名
及
び
経
歴
｣

に
、｢注

青
写
真

で
主
要
寸
法
､
名
称
､
面
積
､
窓
､
出
入
口
等
を
記
入
す
る
こ
と
｡

｣

を ｢注
図
面
に

各
室
毎

添
付
す
る

主
要
寸
法
､
名
称
､
面
積
､
窓
､
出
入
口
等
を
記
入
す
る
こ
と
｡

に
設
け
ら
れ
て
い
る
設
備
及
び
備
品
に
つ
い
て
､
そ
の
名
称
及
び
数
量
を
記
載
し
た
表
を

こ
と
｡

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中｢氏

名
｣

を｢氏
名�

｣

に
、｢注

当
該
変
更
に
関
す
る
関
係
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

｣

｢注

１
軽
費
老
人
ホ
―
ム
設
置
届
を
提
出
し
た
者
は
､
そ
の
届
け
出
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と

変
更
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

を

２
記
載
事
項
が
多
い
た
め
､
こ
の
様
式
に
よ
り
難
い
場
合
は
､
用
紙
の
枚
数
を
増
加
し
､
又

紙
に
記
載
す
る
等
に
よ
り
こ
の
様
式
に
準
じ
た
届
を
作
成
す
る
こ
と
｡

３
当
該
変
更
に
関
す
る
関
係
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

き
は
､

は
別

に
改
め
る
。

｣別
記
第
十
八
号
様
式
中｢注

当
該
変
更
に
関
す
る
関
係
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

｣

を ｢注

１
社
会
福
祉
法
第
62条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
軽
費
老
人
ホ
―
ム
設

同
条
第
１
項
第
４
号
､
第
５
号
及
び
第
７
号
並
び
に
同
条
第
３
項
第

に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
､
知
事
の
許
可
を
受

２
記
載
事
項
が
多
い
た
め
､
こ
の
様
式
に
よ
り
難
い
場
合
は
､
用
紙

紙
に
記
載
す
る
等
に
よ
り
こ
の
様
式
に
準
じ
た
申
請
書
を
作
成
す
る

３
当
該
変
更
に
関
す
る
関
係
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

置
許
可
を
受
け
た
者
は
､

１
号
､
第
４
号
及
び
第
５
号

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

の
枚
数
を
増
加
し
､
又
は
別

こ
と
｡

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中｢廃

止
の
時
期
｣

を｢廃
止
予
定
年
月
日
｣

に
、 ｢注

関
係
書
類
と
し
て

１
財
産
目
録
及
び

２
廃
止
に
つ
い
て

３
設
置
に
要
し
た

４
国
又
は
県
か
ら

５
最
近
の
収
支
決

６
最
近
に
お
け
る

｢

次
の
も
の
を
添
付
す
る
こ
と
｡

そ
の
処
分
方
法

の
議
事
録

総
経
費
と
財
源

の
補
助
金
の
精
算

算
書

利
用
者
の
状
況

｣

を

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成20年３月21日 ( )12

第
62条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
軽
費
老
人
ホ
―
ム
設
置
届
を
提
出
し
､
又
は
同

定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
､
軽
費
老
人
ホ
―
ム
を
経
営
す
る
者
は
､
そ
の
事
業
を



３
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
の
直
近
の
事
業
年
度
の
決
算
書

４
施
設
の
運
営
方
針

５
市
場
調
査
等
に
よ
る
入
所
者
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

６
職
員
の
配
置
計
画

７
老
人
福
祉
法
第
29条
第
５
項
に
規
定
す
る
前
払
金
､
利
用
料
そ

の
額

８
入
居
契
約
に
入
居
契
約
の
解
除
に
係
る
返
還
金
に
関
す
る
定
め

の
内
容
並
び
に
返
還
金
の
支
払
を
担
保
す
る
た
め
の
措
置
の
有
無

９
入
居
契
約
に
損
害
賠
償
額
の
予
定
(違
約
金
を
含
む
｡
)
に
関

の
他
の
入
居
者
の
費
用
負
担

が
あ
る
と
き
は
､
当
該
定
め

及
び
当
該
措
置
の
内
容

す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
､

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

し
て
､
施
設
に
お
い
て
供
与

す
る
重
要
な
事
項
を
説
明
す

そ
の
内
容

10
医
療
施
設
と
の
連
携
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

11
事
業
開
始
に
必
要
な
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法
を
明
ら
か

12
長
期
の
収
支
計
画
書

13
入
居
契
約
書
及
び
設
置
者
が
入
居
を
希
望
す
る
者
に
対
し
交
付

さ
れ
る
便
宜
の
内
容
､
費
用
負
担
の
額
そ
の
他
の
入
居
契
約
に
関

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
成
し
た
文
書

14
土
地
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

15
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

16
施
設
の
配
置
及
び
平
面
図

す
る
と
き
は
､
廃
止
の
日
の
一
月
前
ま
で
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば

し
て
次
の
も
の
を
添
付
す
る
こ
と
｡

及
び
そ
の
処
分
方
法

い
て
の
議
事
録

し
た
総
経
費
と
財
源

か
ら
の
補
助
金
の
精
算

支
決
算
書

け
る
利
用
者
の
状
況

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中 ｢３

土
地
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

４
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

５
施
設
の
配
置
及
び
平
面
図

６
施
設
の
運
営
方
針

７
職
員
の
配
置
計
画

８
入
居
契
約
書

９
施
設
に
お
い
て
供
与
さ
れ
る
便
宜
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

10
入
居
一
時
金
､
利
用
料
そ
の
他
入
所
者
の
費
用
負
担
の
額
を
記
載

11
医
療
施
設
と
の
連
携
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

12
市
場
調
査
等
に
よ
る
入
所
者
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

13
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
の
直
近
の
事
業
年
度
の
決
算
書

14
事
業
開
始
に
必
要
な
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法
を
明
ら
か
に

15
長
期
の
収
支
計
画
書

｢

を

し
た
書
類

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
印
刷

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


